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平成２５年度第１回定期監査の結果について（報告） 

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により実施した定期監査の結果を、同条

第９項の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 監査期間  平成２５年５月２２日（水）、２３日（木）、２４日（金） 

 

２ 監査対象  全 課 

 

３ 監査概要 

 

（１）平成２４年度補助金状況について 

 各課から、状況調書、実績報告書、歳出予算差引簿を提出させ、担

当課長等から聴取。 

（２）公共施設の太陽光発電状況について 

     北条小学校、由良こども園の太陽光発電について、現地確認を行う  

とともに、状況調書を提出させ、担当課長等から聴取。 

（３）風力発電の稼働実績と修繕状況について 

     北条風力発電所の現地確認を行うとともに、状況調書を提出させ、  

担当課長等から聴取。 

 



４ 監査意見 

 

  風力発電事業に係る起債の繰り上げ償還について 

 

 再生可能エネルギーの固定買い取り制度の施行に伴い、平成２４年１１月分

から適用になり、中国電力への売電収入が大幅に増大することとなった。風力

発電特別会計（平成２４年度末）の状況を見ると、基金残高３５１，００８千

円、起債残高（元金）９４４，２００千円となっている。 

 今後施設の更新を行うと仮定すると減価償却相当分の積立をしておく必要

があり、これを考慮すると大幅な赤字状態といえる。また、施設の修繕状況を

みると経年劣化の為、年々修繕費及び停止日数も増加しており今までどおりの

売電量の確保は見込めないものと考える。 

 以上の事から、今回の売電収入の増収は特別会計の特性から先ず、起債の繰

り上げ償還に充当するのが適当と考える。 

   


